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水道の手続きはお早めに！！

〇水道の手続きはお早めに！！
　引っ越し等で水道を使用開始・使用中止する際は次の手続きが必要です。
使用開始：役場の窓口で手続き（持ち物：身分証明書、手数料７００円）
使用中止：役場の窓口・電話・余市町ＬＩＮＥ公式アカウントで手続き
　３月・４月は転居が多い時期のため窓口や電話が大変混み合いますので、早めのご連絡・お手続きをお願い
します。
　なお、使用中止の手続きを行うまで、水道料金（基本料金）は発生しますのでご注意ください。
〇水道料金のお支払いは便利な口座振替がお勧めです
　次の余市町内金融機関窓口に手続き用紙がありますので、通帳印・口座番号がわかるもの（通帳等）をお持
ちになり、手続きをお願いします。
金融機関窓口：北海道信用金庫、北洋銀行、ゆうちょ銀行、余市町農業協同組合、余市郡漁業協同組合
〇水道料金の納期内納付をお願いします
　水道事業は、水道料金をもとに事業を運営しており、料金の滞納は事業の運営に支障をきたすため、納期内
の納付をお願いします。
　料金の支払いが遅れる場合は水道課までご相談をお願いします。

　問合せ　水道課 業務係　☎２１－２１３０

町公式ＬＩＮＥ

余市町農業委員会委員候補者募集

　現在任命されている農業委員が、令和８年７月１９日（日）で任期満了となることから、次期委員候補者の
募集をします。
○主な活動内容
・農地の権利移動や転用に係る許可等の審議　　　・農業者からの相談対応、農業者への助言指導
・必要に応じて、農地の現地確認、遊休農地の発生防止・解消、違反転用の是正指導、新規就農の促進などの
　現地での調査、指導
○募集の内容
募集人数：１６名　　
任　　期：令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日（３年間）
○推薦・応募
資　　格：農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の　　　
　　　　　所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者
方　　法：農業者等による推薦、農業者が組織する団体等からの推薦、一般応募
受付期間：３月９日（月）～４月１７日（金）（必着）
情報の公表：法令に基づき、農業委員候補者の推薦・応募に関する情報について、推薦・応募期間の中間時点
　　　　　　（３月下旬頃）および期間終了後（４月下旬頃）に町ホームページにおいて公表します。
推薦用紙・応募用紙：町ホームページまたは農林水産課の窓口に用意してあります。
提 出 先：〒０４６－８５４６　余市町朝日町２６番地　余市町役場総合政策部農林水産課

　問合せ　農林水産課 農政振興係　☎２１－２１２３


